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公益財団法人浜松国際交流協会職員の育児休業・介護休業等に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関 

する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児休業法」という。）の規定に基づき、

職員が育児休業及び介護休業をする場合並びに育児及び介護のために深夜業の制限

をする場合について、必要な事項を定める。 

２ この要綱に定めのないことについては、育児休業法の定めるところによる。 

 （育児休業及び介護休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第６条第１項ただし書きに規程する協定に基づき、次の各号の一に

該当する職員は、育児休業をすることができない。 

（１） 引き続き雇用された期間が１年未満の者 

（２） 職員の配偶者であって、育児休業の申し出にかかる子の親である者が次のいず

れにも該当する場合における当該職員 

ア 職業に就いていない者（育児休業その他の休業により就業していない者及

び１週間の就業日数が２日以下の者を含む。）であること。 

   イ 心身の状況が育児休業申し出にかかる子の養育をすることができる者であ

ること。 

ウ ６週間（多児妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である

か又は産後８週間を経過しない者でないこと。 

エ 育児休業の申出に係る子と同居している者であること。 

（３）育児休業の申出があった日から起算して１年以内に雇用関係が終了することが明

らかな職員 

（４）１週間の所定勤務日数が２日以下の者 

（５）育児休業申し出にかかる子の親であって、当該申し出をする職員又は当該職員の

配偶者のいずれでもない者である者が、第２号アからエまでの規程のいずれにも

該当する場合における当該職員 

２ 育児休業法第１２条第２項において準用する同法第６条第１項ただし書きに規定

する協定に基づき、次のいずれかに該当する職員は、介護休業をすることができない。 

（１）引き続き雇用された期間が１年未満の者 

（２）介護休業の申し出があった日の翌日から起算して３箇月以内に雇用関係が終了す

ることが明らかな者 

（３）１週間の所定勤務日数が２日以下の者 

 （休業の手続き及び期間） 

第３条  育児休業及び介護休業にかかる手続き及び期間は、育児休業法の定めるとこ

ろによる。 
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 （休業期間中の給与等） 

第４条 育児休業及び介護休業の期間にかかる給与は、支給しない。 

２ 育児休業及び介護休業の期間中の賞与は、算定期間における勤務実績に応じて算定

し、支給する。 

 （職務復帰後における給与等の取扱い） 

第５条 育児休業又は介護休業をした職員が職務に復帰した場合の給与の取扱いにつ

いては、業務外の傷病による休職から職務に復帰した場合等との均衡を考慮し代表理

事が別に定める。 

２ 育児休業又は介護休業から復帰したときは、それぞれ休業前の職務に従事させるも

のとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、代表理事は、業務上やむを得ない事情がある場合には、

復帰した職員を休業前の職務と異なる職務に従事させることができる。 

 （退職手当の取扱い） 

第６条 公益財団法人浜松国際交流協会職員退職手当支給規程（以下「退職手当規程」

という。）第４条第３項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規

定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。 

 （職員が支払うべき費用の取扱い） 

第７条 育児休業及び介護休業をしている職員は、給与が支払われない月において、当

該職員の負担すべき費用がある場合には、代表理事が定める日までに支払うこととす

る。 

 （年次休暇の取扱い） 

第８条 年次休暇の取扱いについて、育児休業及び介護休業の期間は、出勤したものと

みなす。 

 （育児及び介護を容易にするための措置） 

第９条 ３歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、育児のための所定

労働時間を超えて労働させない制度を受けることができる。 

２ 要介護状態にある対象家族を介護する職員は、申し出ることにより３箇月の範囲を

原則として所定の始業及び終業の時刻について、次の各号の一に変更することができる。 

（１） 始業及び終業の時刻を各１時間繰り上げる 

（２） 始業及び終業の時刻を各１時間繰り下げる 

（３） 始業及び終業の時刻を各２時間繰り上げる 

（４） 始業及び終業の時刻を各２時間繰り下げる 

 （深夜業の制限） 

第１０条 小学校就学の時期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するた

めに請求した場合又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を季語す
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るために請求した場合には、就業規程第１５条の規定にかかわらず、事業の正常な

運営に支障がある場合を除き、午後１０時から午前５時までの間に当該職員を労働

させないものとする。 

２ 請求しようとする職員は、１回につき、１箇月以上６箇月以内の期間について、制

限を開始しようとする日（以下「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しよう

とする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の１箇月前までに所要の手続き

をとらなければならない。 

３ 前項の場合、必要最小限度の各種証明書の提出を当該職員に求めることができる。 

 

 

   附 則 

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 


